
監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは適用しない。

(解雇手続)

第86条 学長は、第83条の規定により教職員を解雇する場合は、あらかじめ書面に

より解雇事由の通知を行う。

2 学長は、前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者

への手交ができないときは、配達証明付内容証明郵便等により郵送するものと

し、当該通知を受けるべき者に配達された日付をもって通知が行われたものとみ

なす。

3 学長は、解雇された教職員が請求した場合は、解雇事由を記載した証明書を発

行する。

第15章 福利厚生

(宿舎の利用)

第87条 教職員は、大学の宿舎を利用することができる。

2 宿舎の利用に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人茨城大学教職員宿

舎貸与規程」による。

(国家公務員共済組合法の適用)

第88条 教職員は、国家公務員共済組合に加入することができる。

2 教職員の福利厚生に関し必要な事項は、国家公務員共済組合法及び国家公務員

共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の定めるところに

よる。

(教職員のレクリエーション)

第89条 学長は、教職員の勤務能率の発揮及び増進のために、教職員のレクリエー

ションについて計画を立て、その実施に努める。

2 学長は、勤務時間内において前項の規定によりレクリエーション行事を実施す

る場合は、教職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承

認することができる。

第16章 出張等

(出張)

第90条 学長は、業務上必要がある場合は、出張を命ずることができる。

2 教職員は、あらかじめ学長の許可を受けた場合は、出張することができる。た

だし、あらかじめ許可を受けられない緊急の業務で出張する場合は、事前に電話

等で連絡することにより、事後において許可を受けることができる。

3 教職員は、出張による業務が終了したときは、速やかに学長へ報告しなければ

ならない。

4 出張に要する旅費に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人茨城大学旅

費規程」による。

(私有車の業務上使用)

第90条の2 教職員は、私有車を業務に使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、業務車の利用が困難である場合等で学長が必要と認

めた者は、私有車を業務に使用することができる。

3 教職員の私有車の業務上使用に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人茨

城大学教職員の私有車の業務上使用に係る取扱要項(平成29年要項第27号)によ

る。

32



第17章 過半数代表者の選出

(過半数代表者の選出)

第91条 教員、職員、特任教員、継続雇用職員、特定有期雇用教員、非常勤講師、

有期雇用職員及びパートタイム職員(以下「教職員等」という。)は、教職員等の

過半数で組織する労働組合がないときは、教職員等の過半数を代表する者(以下

「過半数代表者」という。)を選出する。

2 過半数代表者は、民主的な手続きにより選出されなければならない。

第18章 苦情処理制度

(苦情処理制度)

第92条 学長は、教職員からの賃金、労働時間、休暇その他の労働条件及び労働環

境に関する苦情(障害者である教職員からの就業上の相談を含む。以下「苦情相

談」という。)を受け付ける窓口を設置する。

2 苦情相談及びその処理等に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人茨城

大学苦情相談に関する規程(平成16年規程第26号)」による。

附 則

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(平成

6年法律第33号)第16条の適用を受けていた教職員が、引き続き大学成立の日に教

職員となった場合の第36条に規定する年次有給休暇、第41条に規定する病気休暇

並びに第43条第1項第3号及び第4号に規定する特別休暇については、なお従前の

とおりとする。

3 この規則の施行日前に「国家公務員の育児休業等に関する法律」(平成3年法律

第109号)の適用を受けていた教職員が、引き続き大学成立の日に教職員となった

場合の第46条に規定する育児休業については、この規則の適用を受けたものとみ

なす。

4 この規則の施行日前に「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(平成

6年法律第33号)第20条の適用を受けていた教職員が、引き続き大学成立の日に教

職員となった場合の第46条に規定する介護休暇については、この規則の適用を受

けたものとみなす。

5 第50条に規定する昇進及び昇格に関し必要な事項は、当分の間、「人事院規則

9-8」及び「茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程」(平成27年規程

第152号)その他関係法令の規定を準用する。

6 この規則の施行日前に、「国家公務員法」(昭和22年法律第120号)第82条の規定

による懲戒処分とされた教職員が、引き続き大学成立の日に教職員となった場

合、その処分の種類及び程度(以下「種類等」という。)の効果が施行日以降にお

いても及ぶ懲戒処分とされたものについては、当該処分の種類を第74条に定める

懲戒の処分とみなし、特に発令がされない限り、なお、従前の懲戒処分の種類等

の効力を有するものとする。

7 この規則の施行日前に、国家公務員等(国、特定独立行政法人(独立行政法人通

則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)であった教職員の行為

が、この規則の施行日後において第73条に規定する懲戒の事由に該当することが

明らかになった場合は、当該教職員に対しこの規則の定めるところにより懲戒処
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分を行う。

8 この規則の施行日前に、「茨城大学外国人教員の任期に関する規則」(昭和61年

6月12日制定)の適用を受けていた教員が、引き続き大学成立の日に教員となった

場合の任期については、当該規則に基づく任期の残任期間と同一の期間とする。

ただし、大学と当該教員が任期の定めのない労働契約を締結した場合は、この限

りでない。

附 則

この規則は、平成16年6月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成17年3月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただ

し、改正後の国立大学法人茨城大学就業規則第28条第2項から第5項、第30条第1項

第5号及び第6号、第16章の見出し並びに第90条の2の規定は、平成17年4月1日から

施行する。

附 則

この規則は、平成18年3月29日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただ

し、改正後の国立大学法人茨城大学就業規則第32条の2及び第36条並びに第79条の2

の規定は平成18年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年7月19日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人茨

城大学就業規則第32条の規定以外の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成18年10月25日から施行する。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成19年10月31日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成21年4月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
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附 則(平成22年3月1日規則第3号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

附 則(平成22年5月26日規則第77号)

この規則は、平成22年5月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成23年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成23年3月31日から施行し、平成23年3月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の第3条の規定以外の規定は、平成23年4月1日

から施行し、改正後の第41条及び第48条の規定は、同日以後に取得した病気休暇

について適用する。

附 則(平成25年1月30日規則第3号)

この規則は、平成25年1月30日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

附 則(平成25年3月13日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月25日規則第58号)

この規則は、平成25年12月25日から施行する。

附 則(平成26年3月26日規則第30号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き育児部分休業をし、又は介護休暇を取得

している教職員の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年1月26日規則第2号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

附 則(平成27年3月9日規則第12号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き第43条第1項第3号及び第4号に規定する特

別休暇又は第47条に規定する育児休業(以下「特別休暇等」という。)を取得して

いる者の改正後の第5条第3項に定める取得期間の算定に当たっては、この規則の

施行日の前日から引き続く特別休暇等の取得期間を通算するものとする。

附 則(平成27年3月26日規則第36号)

この規則は、平成27年 4月 1日から施行する。

附 則(平成27年5月11日規則第57号)

この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年1月6日規則第1号)

この規則は、平成28年1月6日から施行する。
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附 則(平成28年3月22日規則第88号)

この規則は、平成28年3月22日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第99号)

この規則は、平成28年3月29日から施行する。

附 則(平成28年6月6日規則第114号)

この規則は、平成28年6月6日から施行する。

附 則(平成29年2月27日規則第2号)

この規則は、平成29年2月27日から施行する。

附 則(平成29年3月13日規則第6号)

この規則は、平成29年3月13日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

附 則(平成29年3月28日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月25日規則第13号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(平成30年11月28日規則第9号)

この規則は、平成30年11月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則(平成31年3月25日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。
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○国立大学法人茨城大学特任教員就業規程

目次
第1章 総則(第1条)

第2章 就業規則の特任教員への準用(第2条)

第3章 特任教員の資格等(第3条・第4条)

第4章 特任教員の勤務の原則(第5条)

第5章 採用・契約期間(第6条－第8条)

第6章 年次有給休暇(第9条)

第7章 特別休暇等(第10条－第12条)

第8章 人事(第13条)

第9章 賃金等(第14条・第15条)

第10章 懲戒(第16条)

第11章 解雇(第17条)

第12章 福利厚生(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下

「就業規則」という。)第3条の規定に基づき、教育研究等の活性化と充実を図る

ため、期間を定めて雇用する教員(以下「特任教員」という。)の就業に関し必要

な事項を定める。

第2章 就業規則の特任教員への準用

(就業規則の特任教員への準用)

第2条 この規程に定めるもののほか、特任教員に対しては、就業規則第5条(任期

付採用)、第9条(勤務の原則)第2項、第15条(サバティカル制度)、第41条(病気休

暇)、第42条(生理休暇)、第46条(介護休業)、第47条(育児休業又は育児短時間勤

務)、第47条の2(早出遅出勤務)、第47条の3(配偶者同行休業)、第48条(特別休暇

等取得時の賃金補償)、第50条(昇進及び昇格)、第52条(出向)、第53条(転籍)、

第54条(休職事由)、第55条(休職の期間)、第56条(復職)、第57条(休職中の身

分、賃金等)、第71条(退職金)、第79条(定年)、第79条の2(継続雇用)、第80条

(退職)第1項第2号から第4号、第88条(国家公務員共済組合法の適用)の規定を除

き、就業規則を準用する。ただし、国立大学法人茨城大学(以下「本学」とい

う。)の教員を定年により退職した者(以下「退職教員」という。)が、特任教員

として採用された場合は、就業規則第6条(採用決定者の提出書類)、第8条(試用

期間)は準用しない。

第3章 特任教員の資格等

(特任教員の資格)

第3条 特任教員となることのできる者は、原則として採用となる前年度に、本学

(平成27年5月11日規程第154号)
改正 平成23年3月31日規則第28号 平成25年12月25日規則第59号

平成26年3月26日規則第31号 平成27年3月26日規則第37号

平成27年5月11日規則第60号 平成28年3月29日規程第55号

平成29年2月27日規程第9号 平成29年3月13日規程第41号

平成29年9月25日規程第79号 平成31年3月25日規程第35号

資料７
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を教授又は准教授で定年退職した者とする。

2 前項に定める者のほか、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人その他官公

庁等(以下「国立大学法人等」という。)及びその他教育・研究機関、民間企業等

を定年により退職した者で、顕著な教育研究上の業績があると認められる者とす

ることができる。

(職名)

第4条 特任教員の職名は、特任教授又は特任准教授とする。

第4章 特任教員の勤務の原則

(勤務の原則)

第5条 特任教員は、教育、研究、校務及び社会連携活動のうち、教育業務を主と

して、全部又は一部に従事する。

2 前項の業務内容については、個別の労働契約により定める。

第5章 採用・契約期間

(採用)

第6条 特任教員は、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する

規程(平成27年規程第152号)を準用し、選考のうえ採用する。ただし、第3条第2

項の者のうちから採用する場合には、併せて国立大学法人茨城大学教員資格規程

(平成19年規程第49号)を準用し、選考のうえ採用する。

(契約期間)

第7条 特任教員の契約期間は、原則として1事業年度(4月1日から3月31日までをい

う。以下同じ。)内とし、個別の労働契約により定める。

2 学長が業務上必要があると認める場合で、かつ、契約をしている事業年度の末

日までに満70歳に達していない場合は、契約の更新を行うことがある。

(労働条件通知書)

第8条 学長は、採用(契約期間の更新も含む。)する特任教員に対し、労働条件を

明らかにした、労働条件通知書を交付する。

第6章 年次有給休暇

(年次有給休暇)

第9条 特任教員は、年次有給休暇を取得することができる。

2 年次有給休暇は、1事業年度における休暇とし、次表のとおり付与するものとす

る。ただし、事業年度の途中で契約が終了する特任教員の年次有給休暇について

は、労働条件通知書に記載された日数とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度

として、当該事業年度の翌年度に繰り越すことができる。

4 第2項の規定にかかわらず国立大学法人等から引き続き特任教員となった者の採

用時の年次有給休暇の日数については、第 2項の規定に基づく付与のほか、当該

国立大学法人等の退職時における同様の年次有給休暇の残日数及び使用日数を考

慮し、付与することができる。ただし、この項の規定により付与された年次有給

休暇は第3項の規定を適用しない。

採用
日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

付与
日数

20日 18日 17日 15日 13日 12日 10日 8日 7日 5日 3日 2日
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第7章 特別休暇等

(特別休暇)

第10条 特任教員が選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行

する場合で、その勤務しないことがやむを得ないときは、必要な期間の特別休暇

を取得することができる。

2 学長は、特任教員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定

するところにより、特別休暇を与える。

(1) 証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官

公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、

必要と認められる期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他

これらに準ずる場合で、特任教員が勤務しないことが相当であると認められる

ときは、連続する7日の範囲内の期間

イ 特任教員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該特任教員がその復

旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

ロ 特任教員及び当該特任教員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食

料等が著しく不足している場合で、当該特任教員以外にはそれらの確保を行

うことができないとき。

(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤すること

が著しく困難であると認められる場合は、必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上

における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められ

るときは、必要と認められる期間

(5) 業務上の負傷又は疾病並びに通勤災害のため療養する必要があり、その勤

務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間

(6) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得

ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)は、1事業年度において10

日の範囲内の期間。ただし、契約期間が1事業年度未満の者は、別に定める。

(7) 親族が死亡した場合で、特任教員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い

必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

は、次の表に掲げる親族に応じ、それぞれに定める連続する日数(葬儀のため

遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の

期間

親 族 日 数

配偶者（事実上の婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。以下
同じ。） 7日

父母

子 5日

祖父母
3日（教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承
継を受ける場合にあっては、7日

孫 1日
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(8) 特任教員が子供の学校行事や家族行事への参加、自己研鑽及び健康増進な

どワークライフバランスを充実させるため、勤務しないことを申し出た場合

は、1事業年度において3日の範囲内の期間

(9) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の

提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨

髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄

若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又

は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認め

られるときは、必要と認められる期間

(10) 生後1年に達しない子(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する子をいう。

第10条第2項第11号を除き、以下同じ。)を育てる者が、その子の保育のために

必要と認める授乳等を行う場合は、1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の

当該特任教員以外の親が同じ日にこの号の休暇を取得する場合は、2人の合計

が1日当たり60分以内の期間とする。)

(11) 特任教員の配偶者が出産する場合で、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の

場合は14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある

場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配

偶者の子を含む。)を養育する特任教員が、これらの子の養育のため勤務しな

いことが相当であると認められるときは、当該期間内における5日の範囲内の

期間

(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する者

が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと

又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤

務しないことを申し出た場合は、1事業年度において5日(その養育する小学校

就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期

間

(13) 要介護状態にある対象家族を介護する特任教員が、その対象家族の介護

(要介護状態にある対象家族の通院等の付添い、介護サービスの提供を受ける

ために必要な手続の代行その他の必要な世話を含む。)のため勤務しないこと

を申し出た場合は、1事業年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以

上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

兄弟姉妹 3日

おじ又はおば
1日（教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承
継を受ける場合にあっては、7日）

父母の配偶者又は配偶者の父母
3日（教職員と生計を一にしていた場合にあっ
ては、7日）

子の配偶者又は配偶者の子
1日（教職員と生計を一にしていた場合にあっ
ては、5日）

祖父母の配偶者又は配偶者の祖
父母

1日（教職員と生計を一にしていた場合にあっ
ては、3日）

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の
兄弟姉妹

1日（教職員と生計を一にしていた場合にあっ
ては、3日）

おじ又はおばの配偶者 1日

40



(育児休業等、介護休業及び早出遅出勤務)

第11条 育児休業、育児短時間勤務、介護休業及び早出遅出勤務に関しては、別に

定める国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項(平成27年要

項第13号)の有期雇用職員に適用される規定を準用する。

(特別休暇等取得時の賃金補償)

第12条 特任教員が第10条に規定する特別休暇を取得した場合、取得した期間につ

いては通常の労働をしたものとみなし、賃金を支払う。ただし、同条第2項第5号

に規定する期間における賃金の支払いは、業務上の負傷又は疾病による場合は、

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による休業補償が行われない期間に

おいて、3日を限度として支払うこととし、通勤災害による場合は、支払わない

こととする。

2 特任教員が、前条に規定する育児休業及び介護休業を取得した場合は、雇用保

険法の定めるところにより、育児休業基本給付等及び介護休業基本給付金等の支

給を受けることができる。

第8章 人事

(評価)

第13条 学長は、特任教員に対して評価を行う。

第9章 賃金等

(基本給)

第14条 特任教員の基本給は、その職務の区分、複雑、困難及び責任の度に基づき

定める。

2 前項の基本給は、年額とし、下表に定める号給により決定された年俸額を12で

除した額を月額として支払う。ただし、事業年度の途中で採用、退職する者につ

いては、個別の労働契約により定める。

3 特任教員の賃金の支払日及び支払いについては、「国立大学法人茨城大学教職

員賃金規程」(平成16年規程第14号、以下「教職員賃金規程」という。)を準用す

る。

(諸手当)

第15条 特任教員に支払われる手当は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通勤手当

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

特任教授 特任准教授

号給 年俸額 年俸額

1 2,400,000円 2,160,000円

2 2,700,000円 2,430,000円

3 3,000,000円 2,700,000円

4 3,300,000円 2,970,000円

5 3,600,000円 3,240,000円

6 3,900,000円 3,510,000円

7 4,200,000円 3,780,000円

8 4,500,000円 4,050,000円

9 4,800,000円 4,320,000円
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(4) 入試手当

2 前項に定める諸手当に関しては、教職員賃金規程を準用する。

第10章 懲戒

(退職教員に係る懲戒処分の取扱い)

第16条 退職教員が、引き続き特任教員となった場合、当該定年退職前の非違行為

に対し、学長は、特任教員となった後においても懲戒処分を発令することができ

る。

2 定年退職前の非違行為に対し、懲戒処分を発令された退職教員が、引き続き特

任教員となった場合、その処分の種類及び程度(以下「種類等」という。)の効果

が特任教員の採用日以降においても及ぶ懲戒処分とされたものについては、この

規程による懲戒の処分とみなし、特に発令がされない限り、なお、従前の懲戒処

分の種類等の効力を有するものとする。

第11章 解雇

(解雇制限)

第17条 特任教員が、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休暇を取得する

期間及びその後30日間は解雇しない。ただし、解雇制限期間が労働契約期間の末

日を超えるときは、労働契約期間の終了をもって退職とする。

第12章 福利厚生

(社会保険等の適用)

第18条 学長は、特任教員が健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法

(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第115号)の規定により、被

保険者に該当するときは、遅滞なく必要な手続きを経るものとする。

附 則

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

2 この規則に基づき、退職教員が定年退職日から引き続いて特任教員として採用

された場合の、定年退職時における年次有給休暇の当該年度付与分の残日数は、

第8条第3項の規定による繰越ができるものとする。

附 則(平成23年3月31日規則第28号)

この規則は、平成23年3月31日から施行し、平成23年3月1日から適用する。

附 則(平成25年12月25日規則第59号)

この規則は、平成25年12月25日から施行する。

附 則(平成26年3月26日規則第31号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き育児部分休業又は介護部分休業をしてい

る特任教員の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月26日規則第37号)

この規則は、平成27年 4月 1日から施行する。

附 則(平成27年5月11日規則第60号)
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この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月29日規程第55号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 当分の間、大学改革の推進のため、学長が特に必要と認める場合には、第5条の

規定にかかわらず、特任教員を雇用し、必要な業務に従事させることができるも

のとし、その場合の契約期間及び賃金については、学長が別に定める。この場合

において、当該特任教員については、第3条の研究指導教員となる基準は、適用

しないものとする。

附 則(平成29年2月27日規程第9号)

この規程は、平成29年2月27日から施行する。

附 則(平成29年3月13日規程第41号)

この規程は、平成29年3月13日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

附 則(平成29年9月25日規程第79号)

1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

2 改正後の規定は、施行日以降採用(契約更新を含む。)される者から適用し、施

行の際、現に在職する特任教員については、改正後の規定にかかわらず、なお従

前の例による。

3 国立大学法人茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター特任教員就業規

程(平成27年規程第155号)は、廃止する。

附 則(平成31年3月25日規程第35号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。
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く学

習
指

導
[2

](
必

修
)

●
授

業
研

究
の

方
法

と実
践

[2
](

必
修

)
●

IC
T活

用
とプ

ログ
ラミ

ン
グ

[2
]

【第
3領

域
】生

徒
指

導
、教

育
相

談
に

関
す

る
領

域
●

発
達

障
害

児
の

理
解

と支
援

[2
](

必
修

)

【第
4領

域
】学

級
経

営
、学

校
経

営
に

関
す

る
領

域
●

学
級

経
営

実
践

演
習

[2
](

必
修

)

【第
5領

域
】学

校
教

育
と教

員
の

在
り方

に
関

す
る

領
域

●
茨

城
の

教
育

改
革

と開
か

れ
た

学
校

づ
くり

[2
](

必
修

)
●

教
師

の
ライ

フス
テ

ー
ジ

と資
質

向
上

[2
](

必
修

)

【第
3領

域
】生

徒
指

導
、教

育
相

談
に

関
す

る
領

域
●

教
育

相
談

の
課

題
と支

援
[2

](
必

修
)

【第
4領

域
】学

級
経

営
、学

校
経

営
に

関
す

る
領

域
●

学
校

マ
ネ

ジ
メン

ト実
践

演
習

[2
](

必
修

)
●

イン
クル

ー
シ

ブ
教

育
の

学
校

づ
くり

[2
]

【第
6領

域
】学

校
改

善
と校

内
研

修
に

関
す

る
領

域
●

校
内

研
修

の
企

画
・立

案
と実

践
[2

](
必

修
)

< 18 単 位 以 上>

専 門 科 目

コー
ス
別
科
目

<
12

単
位

＞

●
教

材
研

究
と授

業
設

計
[2

](
必

修
)

●
人

間
形

成
の

現
代

的
課

題
と学

習
指

導
[2

](
必

修
)

●
教

育
方

法
開

発
課

題
研

究
Ⅰ

[1
](

必
修

)
●

授
業

研
究

に
よ

る
授

業
改

善
[2

](
必

修
)

●
教

育
方

法
開

発
課

題
研

究
Ⅱ

[1
](

必
修

)
●

教
育

方
法

開
発

課
題

研
究

Ⅲ
[1

](
必

修
)

●
教

育
方

法
開

発
課

題
研

究
Ⅳ

[1
](

必
修

)

●
教

育
方

法
開

発
実

践
研

究
Ⅰ

[1
](

必
修

)
●

教
育

方
法

開
発

実
践

研
究

Ⅱ
[1

](
必

修
)

コー
ス
間
融
合
科
目

<
6単

位
以

上
＞

●
学

習
指

導
・学

習
評

価
の

課
題

と方
法

[2
] 

(必
修

)
●

学
校

を
基

盤
とし

た
カリ

キ
ュラ

ム
開

発
と実

践
[2

]
●

子
ども

理
解

と学
習

支
援

[2
](

必
修

)
●

教
育

臨
床

問
題

と道
徳

[2
](

必
修

)
●

教
育

カウ
ン

セ
リン

グ
実

践
と事

例
研

究
[2

]

< 10 単 位>

実 習 科 目

コー
ス
別
実
習

<
8単

位
＞

●
教

育
方

法
開

発
実

習
Ⅰ

[3
](

必
修

)
●

教
育

方
法

開
発

実
習

Ⅱ
[5

](
必

修
)

コー
ス
間
融
合
実
習

<
2単

位
＞

●
課

題
発

見
実

習
(教

育
方

法
開

発
コー

ス
) 

[2
](

必
修

)

第
1領

域
<

2単
位

>
第

2領
域

<
4単

位
以

上
>

第
3領

域
<

4単
位

>
第

4領
域

<
4単

位
以

上
>

第
5領

域
<

4単
位

>
第

6領
域

<
2単

位
>

教
育
方

法
開
発
コ
ー
ス
の
履
修
モ
デ
ル
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修
了
要
件

<
48
単
位
以
上
＞

P1
P2

前
期

後
期

前
期

後
期

共
通
科
目

<
20

単
位

以
上

＞

【第
1領

域
】教

育
課

程
の

編
成

・実
施

に
関

す
る

領
域

●
カリ

キ
ュラ

ム
・マ

ネ
ジ

メン
トの

理
論

と実
践

Ⅰ
[1

](
必

修
)

●
カリ

キ
ュラ

ム
・マ

ネ
ジ

メン
トの

理
論

と実
践

Ⅱ
[1

](
必

修
)

【第
2領

域
】教

科
等

の
実

践
的

な
指

導
方

法
に

関
す

る
領

域
●

子
ども

理
解

に
も

とづ
く学

習
指

導
[2

](
必

修
)

●
授

業
研

究
の

方
法

と実
践

[2
](

必
修

)
●

IC
T活

用
とプ

ログ
ラミ

ン
グ

[2
]

【第
3領

域
】生

徒
指

導
、教

育
相

談
に

関
す

る
領

域
●

発
達

障
害

児
の

理
解

と支
援

[2
](

必
修

)

【第
4領

域
】学

級
経

営
、学

校
経

営
に

関
す

る
領

域
●

学
級

経
営

実
践

演
習

[2
](

必
修

)

【第
5領

域
】学

校
教

育
と教

員
の

在
り方

に
関

す
る

領
域

●
茨

城
の

教
育

改
革

と開
か

れ
た

学
校

づ
くり

[2
](

必
修

)
●

教
師

の
ライ

フス
テ

ー
ジ

と資
質

向
上

[2
](

必
修

)

【第
3領

域
】生

徒
指

導
、教

育
相

談
に

関
す

る
領

域
●

教
育

相
談

の
課

題
と支

援
[2

](
必

修
)

【第
4領

域
】学

級
経

営
、学

校
経

営
に

関
す

る
領

域
●

学
校

マ
ネ

ジ
メン

ト実
践

演
習

[2
](

必
修

)
●

イン
クル

ー
シ

ブ
教

育
の

学
校

づ
くり

[2
]

【第
6領

域
】学

校
改

善
と校

内
研

修
に

関
す

る
領

域
●

校
内

研
修

の
企

画
・立

案
と実

践
[2

](
必

修
)

< 18 単 位 以 上>

専 門 科 目

コー
ス
別
科
目

<
12

単
位

＞

●
学

級
経

営
と個

別
指

導
の

実
践

[2
] 

(必
修

)
●

学
級

集
団

づ
くり

とソ
ー

シ
ャル

ス
キ

ル
教

育
の

実
践

法
[2

]
(必

修
)

●
児

童
生

徒
支

援
課

題
研

究
Ⅰ

[1
] 

(必
修

)

●
学

校
不

適
応

問
題

へ
の

理
解

と対
応

[2
] 

(必
修

)
●

児
童

生
徒

支
援

課
題

研
究

Ⅱ
[1

] 
(必

修
)

●
児

童
生

徒
支

援
課

題
研

究
Ⅲ

[1
] 

(必
修

)
●

児
童

生
徒

支
援

課
題

研
究

Ⅳ
[1

] 
(必

修
)

●
児

童
生

徒
支

援
実

践
研

究
Ⅰ

[1
](

必
修

)
●

児
童

生
徒

支
援

実
践

研
究

Ⅱ
[1

](
必

修
)

コー
ス
間
融
合
科
目

<
6単

位
以

上
＞

●
学

校
を

基
盤

とし
た

カリ
キ

ュラ
ム

開
発

と実
践

[2
]

●
学

習
指

導
・学

習
評

価
の

課
題

と方
法

[2
]

●
子

ども
理

解
と学

習
支

援
[2

](
必

修
)

●
教

育
臨

床
問

題
と道

徳
[2

](
必

修
)

●
教

育
カウ

ン
セ

リン
グ

実
践

と事
例

研
究

[2
]

(必
修

)

< 10 単 位>

実 習 科 目

コー
ス
別
実
習

<
8単

位
＞

●
児

童
生

徒
支

援
実

習
Ⅰ

[3
](

必
修

)
●

学
校

適
応

ア
セ

ス
メン

ト実
習

[3
](

必
修

)
●

学
校

適
応

支
援

実
習

[2
](

必
修

)

コー
ス
間
融
合
実
習

<
2単

位
＞

●
課

題
発

見
実

習
(児

童
生

徒
支

援
コー

ス
) 

[2
] 

(必
修

)

第
1領

域
<

2単
位

>
第

2領
域

<
4単

位
以

上
>

第
3領

域
<

4単
位

>
第

4領
域

<
4単

位
以

上
>

第
5領

域
<

4単
位

>
第

6領
域

<
2単

位
>

児
童
生

徒
支
援
コ
ー
ス
の
履
修
モ
デ
ル
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修
了
要
件

<
48
単
位
以
上
＞

P1
P2

前
期

後
期

前
期

後
期

共
通
科
目

<
18

単
位

以
上

＞

【第
1領

域
】教

育
課

程
の

編
成

・実
施

に
関

す
る

領
域

●
カリ

キ
ュラ

ム
・マ

ネ
ジ

メン
トの

理
論

と実
践

Ⅰ
[1

](
必

修
)

●
カリ

キ
ュラ

ム
・マ

ネ
ジ

メン
トの

理
論

と実
践

Ⅱ
[1

](
必

修
)

【第
2領

域
】教

科
等

の
実

践
的

な
指

導
方

法
に

関
す

る
領

域
●

主
体

的
・対

話
的

で
深

い
学

び
の

授
業

づ
くり

(言
語

・社
会

・生
活

科
学

系
)[

2]
●

IC
T活

用
とプ

ログ
ラミ

ン
グ

[2
]

【第
3領

域
】生

徒
指

導
、教

育
相

談
に

関
す

る
領

域
●

発
達

障
害

児
の

理
解

と支
援

[2
](

必
修

)

【第
4領

域
】学

級
経

営
、学

校
経

営
に

関
す

る
領

域
●

学
級

力
を

高
め

る
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
[2

]

【第
5領

域
】学

校
教

育
と教

員
の

在
り方

に
関

す
る

領
域

●
茨

城
の

教
育

改
革

と開
か

れ
た

学
校

づ
くり

[2
](

必
修

)

【第
3領

域
】生

徒
指

導
、教

育
相

談
に

関
す

る
領

域
●

子
ども

の
健

康
と生

徒
指

導
[2

](
必

修
)

【第
5領

域
】学

校
教

育
と教

員
の

在
り方

に
関

す
る

領
域

●
学

校
に

お
け

る
多

様
性

の
受

容
と活

用
[2

]

【第
6領

域
】学

校
改

善
と校

内
研

修
に

関
す

る
領

域
●

教
育

測
定

(評
価

)と
校

内
研

修
[2

](
必

修
)

< 20 単 位 以 上>

専 門 科 目

コー
ス
別
科
目

<
10

単
位

以
上

＞

●
国

語
科

内
容

総
合

研
究

[2
]

●
国

語
科

科
目

研
究

(国
語

学
・書

写
書

道
)[

2]
●

国
語

科
科

目
研

究
(国

文
学

・漢
文

学
)[

2]

●
国

語
科

総
合

演
習

Ⅰ
[2

]
●

国
語

科
総

合
演

習
Ⅱ

[2
]

コー
ス
間
融
合
科
目

<
10

単
位

以
上

＞

●
あ
そ
び
に
学
ぶ

-C
om

m
un

ic
at

io
n 

w
ith

 I
m

ag
in

at
io

n-
[2

]
●

茨
城

に
学

ぶ
－

地
域

に
お

け
る

教
員

の
在

り方
－

Ⅰ
[2

]
●

防
災

を
含

む
安

全
に

関
す

る
教

育
[2

]
●

こと
ば

の
諸

相
と教

育
[2

]
●

課
題

探
索

演
習

[2
](

必
修

)

< 10 単 位>

実 習 科 目

コ ー ス 別 実 習

学
部

新
卒

学
生

<
6単

位
＞

●
教

科
領

域
実

習
Ⅰ

[3
](

必
修

)

●
教

科
領

域
実

習
Ⅱ

[3
]

(学
部

新
卒

学
生

必
修

)

現
職

教
員

学
生

<
8単

位
＞

●
教

科
領

域
実

習
Ⅲ

[5
]

(現
職

教
員

学
生

必
修

)

コ ー ス 間 融 合 実 習

学
部

新
卒

学
生

<
4単

位
＞

●
教

材
開

発
実

習
Ⅰ

A(
教

科
領

域
コー

ス
)[

1]
●

教
材

開
発

実
習

Ⅱ
A(

教
科

領
域

コー
ス

)[
1]

(学
部

新
卒

学
生

必
修

)

●
教

材
開

発
実

習
Ⅰ

B(
教

科
領

域
コー

ス
)[

1]
●

教
材

開
発

実
習

Ⅱ
B(

教
科

領
域

コー
ス

)[
1]

(学
部

新
卒

学
生

必
修

)

現
職

教
員

学
生

<
2単

位
＞

●
教

材
開

発
実

習
Ⅰ

A(
教

科
領

域
コー

ス
)[

1]
●

教
材

開
発

実
習

Ⅰ
B(

教
科

領
域

コー
ス

)[
1]

第
1領

域
<

2単
位

>
第

2領
域

<
4単

位
以

上
>

第
3領

域
<

4単
位

以
上

>
第

4領
域

<
2単

位
以

上
>

第
5領

域
<

2単
位

以
上

>
第

6領
域

<
2単

位
>

※
第

2領
域

、第
3領

域
、第

4領
域

及
び

第
5領

域
か

ら合
計

14
単

位
以

上
修

得
す

る
こと

教
科
領
域
コ
ー
ス
の
履
修
モ
デ
ル
（
国
語
科
）

47



修
了
要
件

<
48
単
位
以
上
＞

P1
P2

前
期

後
期

前
期

後
期

共
通
科
目

<
18

単
位

以
上

＞

【第
1領

域
】教

育
課

程
の

編
成

・実
施

に
関

す
る

領
域

●
カリ

キ
ュラ

ム
・マ

ネ
ジ

メン
トの

理
論

と実
践

Ⅰ
[1

](
必

修
)

●
カリ

キ
ュラ

ム
・マ

ネ
ジ

メン
トの

理
論

と実
践

Ⅱ
[1

](
必

修
)

【第
2領

域
】教

科
等

の
実

践
的

な
指

導
方

法
に

関
す

る
領

域
●

心
とか

らだ
の

発
達

と保
健

[2
]

●
特

別
支

援
教

育
の

自
立

活
動

の
授

業
づ

くり
[2

](
必

修
)

【第
3領

域
】生

徒
指

導
、教

育
相

談
に

関
す

る
領

域
●

発
達

障
害

児
の

理
解

と支
援

[2
](

必
修

)
●

特
別

支
援

学
校

の
セ

ン
ター

的
機

能
とケ

ー
ス

カン
ファ

レ
ン

ス
[2

](
必

修
)

【第
5領

域
】学

校
教

育
と教

員
の

在
り方

に
関

す
る

領
域

●
茨

城
の

教
育

改
革

と開
か

れ
た

学
校

づ
くり

[2
](

必
修

)

【第
3領

域
】生

徒
指

導
、教

育
相

談
に

関
す

る
領

域
●

子
ども

の
健

康
と生

徒
指

導
[2

](
必

修
)

【第
4領

域
】学

級
経

営
、学

校
経

営
に

関
す

る
●

イン
クル

ー
シ

ブ
教

育
の

学
校

づ
くり

[2
](

必
修

)

【第
6領

域
】学

校
改

善
と校

内
研

修
に

関
す

る
領

域
●

教
育

測
定

(評
価

)と
校

内
研

修
[2

](
必

修
)

< 20 単 位 以 上>

専 門 科 目

コー
ス
別
科
目

<
14

単
位

以
上

＞

●
特

別
支

援
学

校
の

教
材

開
発

[2
]

●
知

的
障

害
児

の
ア

セ
ス

メン
トと

支
援

Ⅰ
[2

]
●

特
別

支
援

教
育

課
題

発
見

演
習

[2
](

必
修

)

●
感

覚
障

害
児

の
ア

セ
ス

メン
トと

支
援

[2
]

●
障

害
児

の
生

理
機

能
評

価
と支

援
[2

]
●

特
別

支
援

教
育

課
題

分
析

演
習

[2
](

必
修

)
●

特
別

支
援

教
育

課
題

解
決

演
習

[2
](

必
修

)

コー
ス
間
融
合
科
目

<
6単

位
以

上
＞

●
読

み
・書

き
・計

算
の

つ
ま

ず
き

と支
援

[2
]

●
動

き
に

ぎ
こち

な
さが

み
られ

る
子

ども
の

指
導

方
法

[2
]

●
課

題
探

索
演

習
[2

](
必

修
)

< 10 単 位>

実 習 科 目

コ ー ス 別 実 習

学
部

新
卒

学
生

<
6単

位
＞

●
特

別
支

援
教

育
教

材
開

発
実

習
Ⅰ

[1
](

必
修

)
●

特
別

支
援

教
育

ケ
ー

ス
カン

ファ
レ

ン
ス

実
習

Ⅰ
[1

](
必

修
)

●
特

別
支

援
教

育
ア

セ
ス

メン
ト実

習
Ⅰ

[1
](

必
修

)
●

特
別

支
援

教
育

教
材

開
発

実
習

Ⅱ
[1

]
(学

部
新

卒
学

生
必

修
)

●
特

別
支

援
教

育
ケ

ー
ス

カン
ファ

レ
ン

ス
実

習
Ⅱ

[1
]

(学
部

新
卒

学
生

必
修

)

●
特

別
支

援
教

育
ア

セ
ス

メン
ト実

習
Ⅱ

[1
]

(学
部

新
卒

学
生

必
修

)

現
職

教
員

学
生

<
8単

位
＞

●
特

別
支

援
教

育
授

業
改

善
実

習
[5

]
(現

職
教

員
学

生
必

修
）

コ ー ス 間 融 合 実 習

学
部

新
卒

学
生

<
4単

位
＞

●
教

材
開

発
実

習
Ⅰ

A(
特

別
支

援
科

学
コー

ス
)[

1]
●

教
材

開
発

実
習

Ⅱ
A(

特
別

支
援

科
学

コー
ス

)[
1]

(学
部

新
卒

学
生

必
修

)

●
教

材
開

発
実

習
Ⅰ

B(
特

別
支

援
科

学
コー

ス
)[

1]
●

教
材

開
発

実
習

Ⅱ
B(

特
別

支
援

科
学

コー
ス

)[
1]

(学
部

新
卒

学
生

必
修

)

現
職

教
員

学
生

<
2単

位
＞

●
教

材
開

発
実

習
Ⅰ

A(
特

別
支

援
科

学
コー

ス
)[

1]

●
教

材
開

発
実

習
Ⅰ

B(
特

別
支

援
科

学
コー

ス
)[

1]

第
1領

域
<

2単
位

>
第

2領
域

<
2単

位
以

上
>

第
3領

域
<

6単
位

>
第

4領
域

<
2単

位
以

上
>

第
5領

域
<

2単
位

以
上

>
第

6領
域

<
2単

位
>

※
第

2領
域

、第
4領

域
及

び
第

5
領

域
か

ら合
計

8単
位

以
上

修
得

す
る

こと

特
別
支
援
科
学
コ
ー
ス
の
履
修
モ
デ
ル
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修
了
要
件

<
48
単
位
以
上
＞

P1
P2

前
期

後
期

前
期

後
期

共
通
科
目

<
18

単
位

以
上

＞

【第
1領

域
】教

育
課

程
の

編
成

・実
施

に
関

す
る

領
域

●
カリ

キ
ュラ

ム
・マ

ネ
ジ

メン
トの

理
論

と実
践

Ⅰ
[1

](
必

修
)

●
カリ

キ
ュラ

ム
・マ

ネ
ジ

メン
トの

理
論

と実
践

Ⅱ
[1

](
必

修
)

【第
2領

域
】教

科
等

の
実

践
的

な
指

導
方

法
に

関
す

る
領

域
●

心
とか

らだ
の

発
達

と保
健

[2
] 

(必
修

)

【第
3領

域
】生

徒
指

導
、教

育
相

談
に

関
す

る
領

域
●

発
達

障
害

児
の

理
解

と支
援

[2
](

必
修

)
●

特
別

支
援

学
校

の
セ

ン
ター

的
機

能
とケ

ー
ス

カン
ファ

レ
ン

ス
[2

]

【第
5領

域
】学

校
教

育
と教

員
の

在
り方

に
関

す
る

領
域

●
茨

城
の

教
育

改
革

と開
か

れ
た

学
校

づ
くり

[2
](

必
修

)

【第
3領

域
】生

徒
指

導
、教

育
相

談
に

関
す

る
領

域
●

子
ども

の
健

康
と生

徒
指

導
[2

](
必

修
)

【第
4領

域
】学

級
経

営
、学

校
経

営
に

関
す

る
●

イン
クル

ー
シ

ブ
教

育
の

学
校

づ
くり

[2
]

【第
5領

域
】学

校
教

育
と教

員
の

在
り方

に
関

す
る

領
域

●
学

校
に

お
け

る
多

様
性

の
受

容
と活

用
[2

]

【第
6領

域
】学

校
改

善
と校

内
研

修
に

関
す

る
領

域
●

教
育

測
定

(評
価

)と
校

内
研

修
[2

](
必

修
)

< 20 単 位 以 上>

専 門 科 目

コー
ス
別
科
目

<
14

単
位

以
上

＞

●
健

康
科

学
と社

会
創

造
[2

](
必

修
)

●
学

校
に

お
け

る
医

学
・看

護
学

[2
](

必
修

)
●

養
護

活
動

と健
康

増
進

科
学

[2
](

必
修

)
●

臨
床

医
学

特
論

[2
](

必
修

)
●

養
護

科
学

課
題

発
見

演
習

[2
](

必
修

)

●
養

護
科

学
課

題
分

析
演

習
[2

](
必

修
)

●
養

護
科

学
課

題
解

決
演

習
[2

](
必

修
)

コー
ス
間
融
合
科
目

<
6単

位
以

上
＞

●
動

き
に

ぎ
こち

な
さが

み
られ

る
子

ども
の

指
導

方
法

[2
]

●
防

災
を

含
む

安
全

に
関

す
る

教
育

[2
]

●
課

題
探

索
演

習
[2

](
必

修
)

< 10 単 位>

実 習 科 目

コー
ス
別
実
習

<
8単

位
＞

●
養

護
科

学
実

習
I [

2]
(必

修
)

●
養

護
科

学
実

習
II

 [
4]

(学
部

新
卒

学
生

必
修

)

●
養

護
科

学
実

習
IV

 [
2]

(必
修

)
●

養
護

科
学

実
習

II
I 

[4
]

(現
職

教
員

学
生

必
修

)

コー
ス
間
融
合
実
習

<
2単

位
＞

●
教

材
開

発
実

習
Ⅰ

A(
養

護
科

学
コー

ス
)[

1]
●

子
ども

と大
人

へ
の

一
次

救
命

処
置

実
習

[1
]

第
1領

域
<

2単
位

>
第

2領
域

<
2単

位
以

上
>

第
3領

域
<

4単
位

以
上

>
第

4領
域

<
2単

位
以

上
>

第
5領

域
<

2単
位

以
上

>
第

6領
域

<
2単

位
>

※
第

2領
域

、第
3領

域
、第

4領
域

及
び

第
5領

域
か

ら合
計

14
単

位
以

上
修

得
す

る
こと

養
護

科
学
コ
ー
ス
の
履
修
モ
デ
ル
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学
校
運
営
コ
ー
ス
時
間
割

1年
次

前
期

月
火

水
木

金
1年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

【
5】

教
師
の

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
と
資
質
向
上

【
2】

子
ど
も

理
解
に
基
づ
く

学
習
指
導

1講
時

【
4】

イ
ン
ク

ル
ー
シ
ブ
教
育

の
学
校
づ
く
り

2講
時

【
4】

学
級
経

営
実
践
演
習

【
2】

授
業
研

究
の
方
法
と
実

践

学
校
を
基
盤
と
し

た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

開
発
と
実
践

2講
時

教
育
行
財
政
と

法
規

学
校
に
お
け
る

評
価
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
実
践
演
習

【
3】

教
育
相

談
の
課
題
と
支

援

3講
時

【
1】

カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

理
論
と
実
践
Ⅰ

学
習
指
導
・
学

習
評
価
の
課
題

と
方
法

ス
ク
ー
ル
・

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
と
そ
の
実
践

教
育
政
策
の
実

施
と
評
価

3講
時

教
育
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
実
践
と

事
例
研
究

【
4】

学
校
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
実

践
演
習

【
6】

校
内
研

修
の
企
画
・
立

案
と
実
践

4講
時

【
5】

茨
城
の
教

育
改
革
と
開
か
れ

た
学
校
づ
く
り

【
2】

IC
T活

用
と
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ

4講
時

学
校
危
機
管
理

論
と
実
践
演
習

5講
時

【
3】

発
達
障
害

児
の
理
解
と
支
援

学
校
運
営
課
題

研
究
Ⅰ

5講
時

学
校
運
営
課
題

研
究
Ⅱ

【
集
中
開
講
】
学
校
運
営
実
践
研
究
Ⅰ
（
通
年
）

/【
1】
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
と
実
践

Ⅱ
（
前
期
）

【
実
習
】
課
題
発
見
実
習
（
学
校
運
営
コ
ー
ス
）
（
附
属
学
校
園
で

10
日
間
）

【
集
中
講
義
】
学
校
運
営
実
践
研
究
Ⅰ
（
通
年
）

【
実
習
】
学
校
運
営
実
習
Ⅰ
（
実
習
は
、
後
期

10
月
～

1月
、
毎
週
水
曜
日
、

16
日
間
程
度
）

2年
次

前
期

月
火

水
木

金
2年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

1講
時

2講
時

2講
時

3講
時

3講
時

4講
時

4講
時

5講
時

学
校
運
営
課
題

研
究
Ⅲ

5講
時

学
校
運
営
課
題

研
究
Ⅳ

【
集
中
開
講
】
学
校
運
営
実
践
研
究
Ⅱ
（
通
年
）

【
実
習
】
学
校
運
営
実
習
Ⅱ
（
通
年
、

4月
～

1月
の

10
カ
月
間
。
学
校
勤
務
に
お
い
て
、
研
究
に
係
る

実
習
時
間
を
計

20
0時

間
認
定
す
る
。
各
月
、
平
均

20
時
間
。
週
平
均

5時
間
。
実
習
実
施
の
場
合
、

1
日

1時
間
～

3時
間
。
長
期
休
業
中
に
校
内
研
修
の
実
施
な
ど
、
半
日
（

4時
間
）
や

1日
（

6時
間
）
等
、

ま
と
め
て
実
習
活
動
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
）

【
集
中
講
義
】
学
校
運
営
実
践
研
究
Ⅱ
（
通
年
）

【
実
習
】
学
校
運
営
実
習
Ⅱ
（
通
年
、

4月
～

1月
の

10
カ
月
間
。
学
校
勤
務
に
お
い
て
、
研
究
に
係
る

実
習
時
間
を
計

20
0時

間
認
定
す
る
。
各
月
、
平
均

20
時
間
。
週
平
均

5時
間
。
実
習
実
施
の
場
合
、

1
日

1時
間
～

3時
間
。
長
期
休
業
中
に
校
内
研
修
の
実
施
な
ど
、
半
日
（

4時
間
）
や

1日
（

6時
間
）
等
、

ま
と
め
て
実
習
活
動
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
）

資
料
９
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教
育
方
法
開

発
コ
ー
ス
時
間
割

1年
次

前
期

月
火

水
木

金
1年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

【
5】

教
師
の

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
と
資
質
向
上

【
2】

子
ど
も

理
解
に
基
づ
く

学
習
指
導

1講
時

【
4】

イ
ン
ク

ル
ー
シ
ブ
教
育

の
学
校
づ
く
り

2講
時

【
4】

学
級
経

営
実
践
演
習

【
2】

授
業
研

究
の
方
法
と
実

践
教
材
研
究
と
授

業
設
計

学
校
を
基
盤
と
し

た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

開
発
と
実
践

2講
時

授
業
研
究
に
よ

る
授
業
改
善

教
育
臨
床
問
題

と
道
徳

【
3】

教
育
相

談
の
課
題
と
支

援

3講
時

【
1】

カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
理
論
と
実
践

Ⅰ

学
習
指
導
・
学

習
評
価
の
課
題

と
方
法

3講
時

教
育
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
実
践
と

事
例
研
究

【
4】

学
校
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
実

践
演
習

【
6】

校
内
研

修
の
企
画
・
立

案
と
実
践

4講
時

【
5】

茨
城
の

教
育
改
革
と
開

か
れ
た
学
校
づ

く
り

人
間
形
成
の
現

代
的
課
題
と
学

習
指
導

【
2】

IC
T活

用
と
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ

4講
時

子
ど
も
理
解
と

学
習
支
援

5講
時

【
3】

発
達
障

害
児
の
理
解
と

支
援

教
育
方
法
開
発

課
題
研
究
Ⅰ

5講
時

教
育
方
法
開
発

課
題
研
究
Ⅱ

【
集
中
開
講
】
教
育
方
法
開
発
実
践
研
究
Ⅰ
（
通
年
）

/【
１
】
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
と
実
践
Ⅱ

（
前
期
）

【
実
習
】
課
題
発
見
実
習
（
教
育
方
法
開
発
コ
ー
ス
）
（
附
属
学
校
園
で

10
日
間
）

【
集
中
講
義
】
教
育
方
法
実
践
研
究
Ⅰ
（
通
年
）

【
実
習
】
教
育
方
法
開
発
実
習
Ⅰ
（
後
期
・

15
日
間
集
中
）

2年
次

前
期

月
火

水
木

金
2年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

1講
時

2講
時

2講
時

3講
時

3講
時

4講
時

4講
時

5講
時

教
育
方
法
開
発

課
題
研
究
Ⅲ

5講
時

教
育
方
法
開
発

課
題
研
究
Ⅳ

【
集
中
開
講
】
教
育
方
法
開
発
実
践
研
究
Ⅱ
（
通
年
）

【
実
習
】
教
育
方
法
開
発
実
習
Ⅱ
（
通
年
・

25
日
間
）

【
集
中
講
義
】
教
育
方
法
開
発
実
践
研
究
Ⅱ
（
通
年
）

【
実
習
】
教
育
方
法
開
発
実
習
Ⅱ
（
通
年
・

25
日
間
）
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児
童
生
徒
支

援
コ
ー
ス
時
間
割

1年
次

前
期

月
火

水
木

金
1年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

【
5】

教
師
の

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
と
資
質
向
上

【
2】

子
ど
も

理
解
に
基
づ
く

学
習
指
導

1講
時

【
4】

イ
ン
ク

ル
ー
シ
ブ
教
育

の
学
校
づ
く
り

2講
時

【
4】

学
級
経

営
実
践
演
習

【
2】

授
業
研

究
の
方
法
と
実

践
学
級
経
営
と
個

別
指
導
の
実
践

学
校
を
基
盤
と

し
た
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
開
発
と
実

践
2講

時
教
育
臨
床
問
題

と
道
徳

【
3】

教
育
相

談
の
課
題
と
支

援

3講
時

【
1】

カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
理
論
と
実
践

Ⅰ

学
習
指
導
・
学

習
評
価
の
課
題

と
方
法

3講
時

教
育
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
実
践
と

事
例
研
究

【
4】

学
校
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
実

践
演
習

【
6】

校
内
研

修
の
企
画
・
立

案
と
実
践

4講
時

【
5】

茨
城
の

教
育
改
革
と
開

か
れ
た
学
校
づ

く
り

【
2】

IC
T活

用
と
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ

4講
時

学
校
不
適
応
問

題
へ
の
理
解
と

対
応

子
ど
も
理
解
と

学
習
支
援

5講
時

【
3】

発
達
障

害
児
の
理
解
と

支
援

学
級
集
団
づ
く
り
と

ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル

教
育
の
実
践
法

児
童
生
徒
支
援

課
題
研
究
Ⅰ

5講
時

児
童
生
徒
支
援

課
題
研
究
Ⅱ

【
集
中
開
講
】
児
童
生
徒
支
援
実
践
研
究
Ⅰ
（
通
年
）

/【
１
】
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
と
実
践
Ⅱ

（
前
期
）

【
実
習
】
課
題
発
見
実
習
（
児
童
生
徒
支
援
コ
ー
ス
）
（
附
属
学
校
園
で

10
日
間
）

【
集
中
講
義
】
児
童
生
徒
支
援
実
践
研
究
Ⅰ
（
通
年
）

【
実
習
】
児
童
生
徒
支
援
実
習
Ⅰ
（
毎
週
水
曜
日
、

15
～

17
日
間
、
合
計

12
0時

間
）

2年
次

前
期

月
火

水
木

金
2年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

1講
時

2講
時

2講
時

3講
時

3講
時

4講
時

4講
時

5講
時

児
童
生
徒
支
援

課
題
研
究
Ⅲ

5講
時

児
童
生
徒
支
援

課
題
研
究
Ⅳ

【
集
中
開
講
】
児
童
生
徒
支
援
実
践
研
究
Ⅱ
（
通
年
）

【
実
習
】
学
校
適
応
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
習
（
５
～

6月
に
集
中
し
て

15
日
間
）

【
集
中
講
義
】
児
童
生
徒
支
援
実
践
研
究
Ⅱ
（
通
年
）

【
実
習
】
学
校
適
応
支
援
実
習
（
９
～
１

1月
に
集
中
し
て
１
０
日
間
）
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教
科
領
域
コ
ー
ス
時
間
割
（
国
語
科
）

1年
次

前
期

月
火

水
木

金
1年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

【
2】

特
別
支
援

教
育
の
自
立
活
動

の
授
業
づ
く
り

（
１

Q
)

【
2】

心
と
か
ら

だ
の
発
達
と
保
健

1講
時

持
続
可
能
な
開
発

目
標
（

SD
Gs
）

を
学
ぶ

【
4】

イ
ン
ク

ル
ー
シ
ブ
教
育
の

学
校
づ
く
り

2講
時

【
2】

主
体
的
・
対
話
的
で
深

い
学
び
の
授
業
づ
く
り
（
言

語
・
社
会
・
生
活
科
学

系
）
・

(自
然
・
科
学
技
術

系
)・

(芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
系

)

【
3】

特
別
支
援
学

校
の
セ
ン
タ
ー
的
機

能
と
ケ
ー
ス
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス

2講
時

【
5】

学
校
に
お

け
る
多
様
性
の
受

容
と
活
用

防
災
を
含
む
安
全

に
関
す
る
教
育

3講
時

【
1】

カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
理
論
と
実
践

Ⅰ
(1
Q
)

あ
そ
び
に
学
ぶ

-C
om

m
un

ic
at

io
n

w
ith

Im
ag

in
at

io
n-

読
み
・
書
き
・
計

算
の
つ
ま
ず
き
と

支
援

3講
時

国
語
科
科
目
研
究

（
国
文
学
・
漢
文

学
）

国
語
科
科
目
研
究

（
国
語
学
・
書
写

書
道
）

4講
時

【
5】

茨
城
の
教

育
改
革
と
開
か
れ

た
学
校
づ
く
り

時
間
と
空
間
の
表
現
世

界
（
隔
年
）
／
動
き
に

ぎ
こ
ち
な
さ
が
み
ら
れ

る
子
ど
も
の
指
導
方
法

/
芸
術
の
言
葉
（
隔
年
）

【
2】

IC
T活

用
と

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

4講
時

【
3】

子
ど
も
の

健
康
と
生
徒
指
導

【
6】

教
育
測
定

（
評
価
）
と
校
内

研
修

5講
時

【
3】

発
達
障
害

児
の
理
解
と
支
援

国
語
科
内
容
総
合

研
究

【
4】

学
級
力
を

高
め
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

5講
時

茨
城
に
学
ぶ
－
地

域
に
お
け
る
教
員

の
在
り
方
－
Ⅰ
・

Ⅱ
(隔
年

)

社
会
の
数
理
（
隔

年
）

/自
然
現
象

の
数
理
（
隔
年
）

近
代
化
と
現
代
の

生
活
問
題

(隔
年

)/
こ
と
ば
の
諸
相
と

教
育

(隔
年

)

【
集
中
講
義
】
【

1】
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
と
実
践
Ⅱ
／
課
題
探
索
演
習
（
通
年
）
／
国
語
科
総

合
演
習
Ⅰ
（
通
年
）

【
実
習
】
教
材
開
発
実
習
Ⅰ
A(
教
科
領
域
コ
ー
ス

)（
7月

～
8月

に
集
中
的
に

5日
間
）
／
教
材
開
発
実
習
Ⅰ
B(
教
科

領
域
コ
ー
ス

)（
通
年
、

5日
間
）
／
子
ど
も
と
大
人
へ
の
一
次
救
命
処
置
実
習
（

7月
～

8月
に
集
中
的
に

5日
間
）

【
集
中
講
義
】
国
語
科
総
合
演
習
Ⅰ
（
通
年
）
／
課
題
探
索
演
習
（
通
年
）

【
実
習
】
教
科
領
域
実
習
Ⅰ
（

9月
～

11
月
の
水
曜
日
を
中
心
に

15
日
間
）
／
教
材
開
発
実
習
Ⅰ
B(
教
科
領
域
コ
ー

ス
)（
通
年

5日
間
）

2年
次

前
期

月
火

水
木

金
2年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

1講
時

2講
時

2講
時

3講
時

3講
時

4講
時

4講
時

5講
時

5講
時

【
集
中
講
義
】
国
語
科
総
合
演
習
Ⅱ
（
通
年
）

【
実
習
】
教
材
開
発
実
習
Ⅱ
A(
教
科
領
域
コ
ー
ス

)（
学
部
新
卒
学
生
の
み
：

7月
～

8月
に
集
中
的
に

5日
間
）
／
教

材
開
発
実
習
Ⅱ
B(
教
科
領
域
コ
ー
ス

)（
学
部
新
卒
学
生
の
み
：
通
年
、

5日
間
）
／
教
科
領
域
実
習
Ⅱ
（
学
部
新
卒
学

生
の
み
：

6月
に
集
中
的
に

15
日
間
）
／
教
科
領
域
実
習
Ⅲ
（
現
職
教
員
学
生
の
み
：
通
年
、

25
日
間
）

【
集
中
講
義
】
国
語
科
総
合
演
習
Ⅱ
（
通
年
）

【
実
習
】

教
科
領
域
実
習
Ⅲ
（
現
職
教
員
学
生
の
み
：
通
年
、

25
日
間
）
／
教
材
開
発
実
習
Ⅱ
B(
教

科
領
域
コ
ー
ス

)（
学
部
新
卒
学
生
の
み
：
通
年
、

5日
間
）
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特
別
支
援
科

学
コ
ー
ス
時
間
割

1年
次

前
期

月
火

水
木

金
1年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

【
2】

特
別
支
援
教

育
の
自
立
活
動
の
授

業
づ
く
り
（
１

Q
)／

特
別
支
援
学
校
の
教

材
開
発
（
２

Q
：
隔

年
）
／
特
別
支
援
学

校
の
授
業
づ
く
り

（
２

Q
：
隔
年
）

【
2】

心
と
か
ら

だ
の
発
達
と
保
健

1講
時

持
続
可
能
な
開
発

目
標
（

SD
Gs
）

を
学
ぶ

【
4】

イ
ン
ク

ル
ー
シ
ブ
教
育
の

学
校
づ
く
り

2講
時

知
的
障
害
児
の
ア
セ
ス

メ
ン
ト
と
支
援
Ⅰ
・
Ⅱ

（
隔
年
）

【
2】

主
体
的
・
対
話
的
で
深

い
学
び
の
授
業
づ
く
り
（
言

語
・
社
会
・
生
活
科
学

系
）
・

(自
然
・
科
学
技
術

系
)・

(芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
系

)

【
3】

特
別
支
援
学
校

の
セ
ン
タ
ー
的
機
能
と

ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
2講

時
感
覚
障
害
児
の
ア

セ
ス
メ
ン
ト
と
支

援

【
5】

学
校
に
お

け
る
多
様
性
の
受

容
と
活
用

防
災
を
含
む
安
全

に
関
す
る
教
育

3講
時

【
1】

カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

理
論
と
実
践
Ⅰ
(1
Q
)

あ
そ
び
に
学
ぶ

-C
om

m
un

ic
at

io
n

w
ith

 Im
ag

in
at

io
n-

読
み
・
書
き
・
計
算

の
つ
ま
ず
き
と
支
援

3講
時

障
害
児
の
生
理
機

能
評
価
と
支
援

4講
時

【
5】

茨
城
の
教

育
改
革
と
開
か
れ

た
学
校
づ
く
り

時
間
と
空
間
の
表
現
世

界
（
隔
年
）
／
動
き
に

ぎ
こ
ち
な
さ
が
み
ら
れ

る
子
ど
も
の
指
導
方
法

/
芸
術
の
言
葉
（
隔
年
）

【
2】

IC
T活

用
と
プ

ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

4講
時

【
3】

子
ど
も
の

健
康
と
生
徒
指
導

【
6】

教
育
測
定

（
評
価
）
と
校
内

研
修

5講
時

【
3】

発
達
障
害

児
の
理
解
と
支
援

【
4】

学
級
力
を
高

め
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

5講
時

茨
城
に
学
ぶ
－
地
域

に
お
け
る
教
員
の
在

り
方
－
Ⅰ
・
Ⅱ
(隔

年
)

社
会
の
数
理
（
隔

年
）

/自
然
現
象

の
数
理
（
隔
年
）

近
代
化
と
現
代
の
生

活
問
題

(隔
年

)/
こ
と

ば
の
諸
相
と
教
育

(隔
年

)

【
集
中
講
義
】
【
１
】
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
と
実
践
Ⅱ
／
課
題
探
索
演
習
（
通
年
）

【
実
習
】
特
別
支
援
教
育
教
材
開
発
実
習
Ⅰ
（
水
曜
日
中
心
に

5日
間
）
／
特
別
支
援
教
育
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
実
習
Ⅰ
（
水
曜
日

中
心
に

5日
間
）
／
教
材
開
発
実
習
Ⅰ
Ａ

(特
別
支
援
科
学
コ
ー
ス

)（
7月

～
8月

に
集
中
的
に

5日
間
）
／
教
材
開
発
実
習
Ⅰ
B（

通
年
、

5
日
間
）
／
子
ど
も
と
大
人
へ
の
一
次
救
命
処
置
実
習
（

7月
～

8月
に
集
中
的
に

5日
間
）

【
集
中
講
義
】
特
別
支
援
教
育
課
題
発
見
演
習
／
特
別
支
援
教
育
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
習
Ⅰ
（
水
曜
日
中
心

に
5日

間
）
／
課
題
探
索
演
習
（
通
年
）

【
実
習
】
教
材
開
発
実
習
Ⅰ
B(
特
別
支
援
科
学
コ
ー
ス

)（
通
年
、

5日
間
）

2年
次

前
期

月
火

水
木

金
2年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

1講
時

2講
時

2講
時

3講
時

3講
時

4講
時

4講
時

5講
時

5講
時

【
集
中
講
義
】
特
別
支
援
教
育
課
題
分
析
演
習

【
実
習
】
特
別
支
援
教
育
教
材
開
発
実
習
Ⅱ
（
学
部
新
卒
学
生
の
み
：
水
曜
日
中
心
に

5日
間
）
／
特
別
支

援
教
育
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
実
習
Ⅱ
（
学
部
新
卒
学
生
の
み
：
水
曜
日
中
心
に

5日
間
）
／
特
別
支
援

教
育
授
業
改
善
実
習
（
現
職
派
遣
教
員
の
み
：
通
年
、

5週
間
）
／
教
材
開
発
実
習
Ⅱ
Ａ

(特
別
支
援
科
学
コ
ー

ス
)（
学
部
新
卒
学
生
の
み
：

7月
～

8月
に
集
中
的
に

5日
間
）
／
教
材
開
発
実
習
Ⅱ
Ｂ

(特
別
支
援
科
学
コ
ー

ス
)（
学
部
新
卒
学
生
の
み
：
通
年
、

5日
間
）

【
集
中
講
義
】
特
別
支
援
教
育
課
題
解
決
演
習

【
実
習
】
特
別
支
援
教
育
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
習
Ⅱ
（
学
部
新
卒
学
生
の
み
：
水
曜
日
中
心
に

5日
間
）
／

特
別
支
援
教
育
授
業
改
善
実
習
（
現
職
派
遣
教
員
の
み
：
通
年
、

5週
間
）
／
／
教
材
開
発
実
習
Ⅱ
Ｂ

(特
別
支
援
科
学
コ
ー
ス

)（
学
部
新
卒
学
生
の
み
：
通
年
、

5日
間
）
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養
護
科
学
コ
ー
ス
時
間
割

1年
次

前
期

月
火

水
木

金
1年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

【
2】

特
別
支
援

教
育
の
自
立
活
動

の
授
業
づ
く
り

(1
Q

)

【
2】

心
と
か
ら

だ
の
発
達
と
保
健

1講
時

持
続
可
能
な
開
発

目
標
（

SD
Gs
）

を
学
ぶ

【
4】

イ
ン
ク

ル
ー
シ
ブ
教
育
の

学
校
づ
く
り

学
校
に
お
け
る
医

学
・
看
護
学

2講
時

【
2】

主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
の
授
業
づ

く
り
（
言
語
・
社
会
・

生
活
科
学
系
）
・

(自
然
・
科
学
技
術
系

)・
(芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
系

)

【
3】

特
別
支
援

学
校
の
セ
ン
タ
ー

的
機
能
と
ケ
ー
ス

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

2講
時

養
護
活
動
と
健
康

増
進
科
学

【
5】

学
校
に
お

け
る
多
様
性
の
受

容
と
活
用

防
災
を
含
む
安
全

に
関
す
る
教
育

3講
時

【
1】

カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

理
論
と
実
践
Ⅰ
(1
Q
)

あ
そ
び
に
学
ぶ

-C
om

m
un

ic
at

io
n

w
ith

 Im
ag

in
at

io
n-

読
み
・
書
き
・
計

算
の
つ
ま
ず
き
と

支
援

3講
時

臨
床
医
学
特
論

4講
時

【
5】

茨
城
の
教

育
改
革
と
開
か
れ

た
学
校
づ
く
り

時
間
と
空
間
の
表
現
世

界
（
隔
年
）

/動
き
に
ぎ

こ
ち
な
さ
が
み
ら
れ
る

子
ど
も
の
指
導
方
法

/芸
術
の
言
葉
（
隔
年
）

【
2】

IC
T活

用
と

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

4講
時

【
3】

子
ど
も
の

健
康
と
生
徒
指
導

健
康
科
学
と
社
会

創
造

【
6】

教
育
測
定

（
評
価
）
と
校
内

研
修

5講
時

【
3】

発
達
障
害

児
の
理
解
と
支
援

【
4】

学
級
力
を

高
め
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

5講
時

茨
城
に
学
ぶ
－
地
域
に

お
け
る
教
員
の
在
り
方

－
Ⅰ
・
Ⅱ
(隔
年

)

社
会
の
数
理

(隔
年

)/
自
然
現
象
の

数
理

(隔
年

)

近
代
化
と
現
代
の
生
活

問
題
（
隔
年
）

/こ
と
ば

の
諸
相
と
教
育
（
隔

年
）

【
集
中
開
講
】
【

1】
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
と
実
践
Ⅱ
／
課
題
探
索
演
習
（
通
年
）

【
実
習
】
養
護
科
学
実
習

I（
水
曜
日
中
心
に

10
日
間
，
通
年
）
／
教
材
開
発
実
習
Ⅰ
Ａ

(養
護
科
学
コ
ー
ス

)（
7月

～
8月

に
集
中
的
に

5日
間
）
／
教
材
開
発
実
習
Ⅰ
B(
養
護
科
学
コ
ー
ス

)（
通
年
、

5日
間
）
／
子
ど
も
と
大
人
へ
の

一
次
救
命
処
置
実
習
（

7月
～

8月
に
集
中
的
に

5日
間
）

【
集
中
講
義
】
養
護
科
学
課
題
発
見
演
習
／
課
題
探
索
演
習
（
通
年
）

【
実
習
】
養
護
科
学
実
習

I（
水
曜
日
中
心
に

10
日
間
，
通
年
）
／
養
護
科
学
実
習

IV
（
火
・
水
曜
日
中
心
に

10
日

間
）
／
教
材
開
発
実
習
Ⅰ
B(
養
護
科
学
コ
ー
ス

)（
通
年
、

5日
間
）

2年
次

前
期

月
火

水
木

金
2年

次
後
期

月
火

水
木

金

1講
時

1講
時

2講
時

2講
時

3講
時

3講
時

4講
時

4講
時

5講
時

5講
時

【
集
中
開
講
】
養
護
科
学
課
題
分
析
演
習

【
実
習
】
養
護
科
学
実
習

II
（
学
部
新
卒
学
生
の
み
：
通
年
、
水
曜
日
中
心
に

20
日
間
）
／
養
護
科
学
実
習

II
I（
現

職
教
員
学
生
の
み
：
水
曜
日
中
心
に

20
日
間
，
通
年
）

【
集
中
講
義
】
養
護
科
学
課
題
解
決
演
習

【
実
習
】
養
護
科
学
実
習

II
（
学
部
新
卒
学
生
の
み
：
通
年
、
水
曜
日
中
心
に

20
日
間

)／
養
護
科
学
実
習

II
I（
現

職
教
員
学
生
の
み
：
通
年
、
水
曜
日
中
心
に

20
日
間
）
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